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【手続補正書】
【提出日】令和1年6月11日(2019.6.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　演算処理システムであって、
　通信ネットワークを介して前記演算処理システムから離れて位置する装置との通信を容
易にするネットワークインタフェースと、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　非一時的コンピュータ可読媒体と、
　前記少なくとも１つのプロセッサによって実行可能な、前記非一時的コンピュータ可読
媒体に格納されたプログラム命令であり、前記演算処理システムに、
　　複数の資産の過去の動作データを受信することと、
　　受信された前記過去の動作データに基づいて、資産の動作に関連した予測モデルを定
義することと、
　　前記予測モデルを、少なくとも、前記演算処理システムから離れて位置する第１の資
産に関連する第１のローカル解析装置に伝送し、それにより、前記第１のローカル解析装
置を、前記第１の資産から受信した動作データに基づいて前記予測モデルをローカルに実
行するよう構成することと、
　を行わせる前記プログラム命令と、
を備える演算処理システム。
【請求項２】
　前記過去の動作データは、前記複数の資産における所与の種類の故障イベントの過去の
発生に関連する過去のセンサデータを含む、請求項１に記載の演算処理システム。
【請求項３】
　前記予測モデルは、所与の種類の故障イベントが今後のある期間内に資産にて発生する
確率を出力するように定義される、請求項１又は２に記載の演算処理システム。
【請求項４】
　前記少なくとも１つのプロセッサによって実行可能な、前記非一時的コンピュータ可読
媒体に格納されたプログラム命令であり、前記演算処理システムに、
　前記予測モデルの出力に基づいて実行されるべきワークフローを定義することと、
　前記ワークフローを前記第１のローカル解析装置に伝送し、それにより、前記第１のロ
ーカル解析装置を、前記予測モデルの前記出力が閾値基準を満たすと決定することに応答
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して、前記ワークフローをローカルに実行するよう構成することと、
を実行させる、前記プログラム命令をさらに備える、請求項１から３のいずれか一項に記
載の演算処理システム。
【請求項５】
　前記ワークフローは、（ａ）前記第１の資産の動作状態を修正するのを容易にするため
に、前記第１の資産の１又は複数のアクチュエータを制御すること、（ｂ）前記第１の資
産における１又は複数の診断ツールをローカルに実行すること、（ｃ）所与のデータ収集
方式に従って前記第１の資産にてセンサデータを取得すること、（ｄ）前記第１の資産に
関連するデータを所与のデータ伝送方式に従って前記演算処理システムに伝送すること、
又は（ｅ）命令を別の演算処理システムに伝送して、前記別の演算処理システムに前記第
１の資産に関連する操作を実行させるのを容易にすること、のうちの１又は複数を含む、
請求項４に記載の演算処理システム。
【請求項６】
　前記所与のデータ収集方式は、データが取得される前記第１の資産の１又は複数のセン
サを示す、請求項５に記載の演算処理システム。
【請求項７】
　前記所与のデータ収集方式は、さらに、前記１又は複数のセンサのそれぞれから取得さ
れるべきデータの量を示す、請求項５に記載の演算処理システム。
【請求項８】
　前記所与のデータ伝送方式は、前記第１の資産に関連するデータが前記演算処理システ
ムへ伝送される頻度を示す、請求項５に記載の演算処理システム。
【請求項９】
　前記少なくとも１つのプロセッサによって実行可能な、前記非一時的コンピュータ可読
媒体に格納されたプログラム命令であり、前記演算処理システムに、
　前記予測モデルを、第２の資産に関連する第２のローカル解析装置に伝送し、それによ
り、前記第２のローカル解析装置を、前記第２の資産から受信した動作データに基づいて
前記予測モデルをローカルに実行するよう構成すること、
を行わせる前記プログラム命令をさらに備える、請求項１から８のいずれか一項に記載の
演算処理システム。
【請求項１０】
　演算処理システムに、
　複数の資産の過去の動作データを受信する手順と、
　受信された前記過去の動作データに基づいて、資産の動作に関連した予測モデルを定義
する手順と、
　前記予測モデルを、少なくとも、前記演算処理システムから離れて位置する第１の資産
に関連する第１のローカル解析装置に伝送し、それにより、前記第１のローカル解析装置
を、前記第１の資産から受信した動作データに基づいて前記予測モデルをローカルに実行
するよう構成する手順と、
を実行させるプログラム。
【請求項１１】
　前記予測モデルは、所与の種類の故障イベントが今後のある期間内に所与の資産にて発
生する確率を出力するように定義される、請求項１０に記載のプログラム。
【請求項１２】
　前記プログラムは、前記演算処理システムに、さらに、
　前記予測モデルの出力に基づいて実行されるべきワークフローを定義する手順と、
　前記第１のローカル解析装置に前記ワークフローを伝送し、それにより、前記第１のロ
ーカル解析装置を、前記予測モデルの前記出力が閾値基準を満たすと決定することに応答
して、前記ワークフローをローカルに実行するよう構成する手順と、
を実行させる、請求項１０又は１１に記載のプログラム。
【請求項１３】
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　前記ワークフローは、（ａ）前記第１の資産の動作状態を修正するのを容易にするため
に、前記第１の資産の１又は複数のアクチュエータを制御すること、（ｂ）前記第１の資
産における１又は複数の診断ツールをローカルに実行すること、（ｃ）所与のデータ収集
方式に従って前記第１の資産にてセンサデータを取得すること、（ｄ）前記第１の資産に
関連するデータを所与のデータ伝送方式に従って前記演算処理システムに伝送すること、
又は（ｅ）命令を別の演算処理システムに伝送して、前記別の演算処理システムに前記第
１の資産に関連する操作を実行させるのを容易にすること、のうちの１又は複数を含む、
請求項１２に記載のプログラム。
【請求項１４】
　複数の資産の過去の動作データを受信する段階と、
　受信された前記過去の動作データに基づいて、資産の動作に関連した予測モデルを定義
する段階と、
　前記予測モデルを、少なくとも、演算処理システムから離れて位置する第１の資産に関
連する第１のローカル解析装置に伝送し、それにより、前記第１のローカル解析装置を、
前記第１の資産から受信した動作データに基づいて前記予測モデルをローカルに実行する
よう構成する段階と、
を備えるコンピュータ実装方法。
【請求項１５】
　前記予測モデルの出力に基づいて実行されるべきワークフローを定義する段階と、
　前記ワークフローを前記第１のローカル解析装置に伝送し、それにより、前記第１のロ
ーカル解析装置を、前記予測モデルの前記出力が閾値基準を満たすと決定することに応答
して、前記ワークフローをローカルに実行するよう構成する段階と、
をさらに備える、請求項１４に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つのプロセッサによって実行可能な、前記非一時的コンピュータ可読
媒体に格納されたプログラム命令であり、前記演算処理システムに、前記予測モデルを前
記第１の資産に関連する前記第１のローカル解析装置に伝送する前に、前記第１の資産の
１又は複数の特性に基づいて前記第１の資産に対する前記予測モデルを個別化させる前記
プログラム命令をさらに備える、請求項１から９のいずれか一項に記載の演算処理システ
ム。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つのプロセッサによって実行可能な、前記非一時的コンピュータ可読
媒体に格納されたプログラム命令であり、前記演算処理システムに、前記ワークフローを
前記第１の資産に関連する前記第１のローカル解析装置に伝送する前に、前記第１の資産
の１又は複数の特性に基づいて前記第１の資産に対する前記ワークフローを個別化させる
前記プログラム命令をさらに備える、請求項４から８のいずれか一項に記載の演算処理シ
ステム。
【請求項１８】
　前記第１の資産の前記１又は複数の特性は、資産年数又は資産健全性のうち少なくとも
１つを含む、請求項１６又は１７に記載の演算処理システム。
【請求項１９】
　前記第１の資産の前記１又は複数の特性は、前記第１の資産に対して受信された動作デ
ータに基づいて判定される、請求項１６から１８のいずれか一項に記載の演算処理システ
ム。
【請求項２０】
　最初に定義された前記ワークフローは、第１の動作を含み、前記第１の資産に対して個
別化された前記ワークフローは、前記第１の動作と異なる第２の動作を含む、請求項１７
に記載の演算処理システム。
【請求項２１】
　前記第１の動作は、第１の取得方式に従ってデータを取得することを含み、前記第２の
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動作は、（ａ）第２の取得方式に従ってデータを取得すること又は（ｂ）１又は複数の診
断ツールを実行することのうちの一方又は両方を含む、請求項２０に記載の演算処理シス
テム。
【請求項２２】
　前記少なくとも１つのプロセッサによって実行可能な、前記非一時的コンピュータ可読
媒体に格納されたプログラム命令であり、前記演算処理システムに、
　前記予測モデルを個別化し、前記予測モデルを前記第１の資産に関連する前記第１のロ
ーカル解析装置に伝送した後に、第２の資産におけるイベントの発生を示す前記第２の資
産に対する動作データを受けること、
　前記第２の資産に対する受信された前記動作データに基づいて、前記第１の資産に対し
て個別化された前記予測モデルを修正すること、
　前記第１の資産に対して個別化された前記予測モデルを修正した後、修正した前記予測
モデルを前記第１の資産に関連する前記第１のローカル解析装置に伝送し、それにより、
前記第１のローカル解析装置を、前記第１の資産から受信される動作データに基づいて修
正された前記予測モデルをローカルに実行すること、
を実行させる、前記プログラム命令をさらに備える、請求項１６から１９のいずれか一項
に記載の演算処理システム。
【請求項２３】
　前記プログラムは、さらに、前記演算処理システムに、前記予測モデルを前記第１の資
産に関連する前記第１のローカル解析装置に伝送する前に、前記第１の資産の１又は複数
の特性に基づいて前記第１の資産に対する前記予測モデルを個別化する手順を実行させる
、請求項１０から１３のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項２４】
　前記プログラムは、さらに、前記演算処理システムに、前記ワークフローを前記第１の
資産に関連する前記第１のローカル解析装置に伝送する前に、前記第１の資産の１又は複
数の特性に基づいて前記第１の資産に対する前記ワークフローを個別化する手順を実行さ
せる、請求項１２又は１３に記載のプログラム。
【請求項２５】
　最初に定義された前記ワークフローは、第１の動作を含み、前記第１の資産に対して個
別化された前記ワークフローは、前記第１の動作と異なる第２の動作を含む、請求項２４
に記載のプログラム。
【請求項２６】
　前記第１の動作は、第１の取得方式に従ってデータを取得することを含み、前記第２の
動作は、（ａ）第２の取得方式に従ってデータを取得すること又は（ｂ）１又は複数の診
断ツールを実行することのうちの一方又は両方を含む、請求項２５に記載のプログラム。
【請求項２７】
　前記プログラムは、前記演算処理システムに、さらに、
　前記予測モデルを個別化し、前記予測モデルを前記第１の資産に関連する前記第１のロ
ーカル解析装置に伝送した後に、第２の資産におけるイベントの発生を示す前記第２の資
産に対する動作データを受ける手順と、
　前記第２の資産に対する受信された前記動作データに基づいて、前記第１の資産に対し
て個別化された前記予測モデルを修正する手順と、
　前記第１の資産に対して個別化された前記予測モデルを修正した後、修正した前記予測
モデルを前記第１の資産に関連する前記第１のローカル解析装置に伝送し、それにより、
前記第１のローカル解析装置を、前記第１の資産から受信される動作データに基づいて修
正された前記予測モデルをローカルに実行する手順と、
を実行させる、請求項２３から２６のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項２８】
　前記予測モデルを前記第１の資産に関連する前記第１のローカル解析装置に伝送する前
に、前記第１の資産の１又は複数の特性に基づいて前記第１の資産に対する前記予測モデ
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ルを個別化する段階をさらに備える、請求項１４に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項２９】
　前記ワークフローを前記第１の資産に関連する前記第１のローカル解析装置に伝送する
前に、前記第１の資産の１又は複数の特性に基づいて前記第１の資産に対する前記ワーク
フローを個別化する段階をさらに備える、請求項１５に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項３０】
　最初に定義された前記ワークフローは、第１の動作を含み、前記第１の資産に対して個
別化された前記ワークフローは、前記第１の動作と異なる第２の動作を含む、請求項２９
に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項３１】
　ローカル解析装置であって、
　前記ローカル解析装置を資産の１又は複数のオンボードコンポーネントに通信可能に結
合する資産インタフェースと、
　前記ローカル解析装置と前記ローカル解析装置から離れて位置する演算処理システムと
の間のネットワークベースの通信を容易にするネットワークインタフェースと、
　少なくとも１つのプロセッサと、
　非一時的コンピュータ可読媒体と、
　前記少なくとも１つのプロセッサによって実行可能な、前記非一時的コンピュータ可読
媒体に格納されたプログラム命令であり、前記ローカル解析装置に、
　前記ネットワークインタフェースを介して、前記資産の操作に関連する予測モデルを受
信する段階であり、前記予測モデルは、複数の資産に対する動作データに基づく前記演算
処理システムによって定義される、段階と、
　前記資産インタフェースを介して、前記資産に対する動作データを受信する段階と、
　前記資産に対する受信した前記動作データの少なくとも一部に基づいて、前記予測モデ
ルを実行する段階と、
　前記予測モデルを実行することに基づいて、前記予測モデルに対応するワークフローを
実行する段階であり、前記ワークフローを実行する段階は、前記資産に前記資産インタフ
ェースを介して操作を実行させる段階を含む、段階と、を実行させる、前記プログラム命
令と、
を備えるローカル解析装置。
【請求項３２】
　前記資産インタフェースは、前記ローカル解析装置を前記資産の資産内コンピュータに
通信可能に結合する、請求項３１に記載のローカル解析装置。
【請求項３３】
　前記ワークフローを実行する段階は、（ａ）前記資産のアクチュエータに機械的動作を
実行させる段階、（ｂ）前記資産に診断ツールを実行させる段階、又は（ｃ）前記ネット
ワークインタフェースを介して、前記資産から離れて操作を実行させる段階、のうちの１
又は複数を含む、請求項３１又は３２に記載のローカル解析装置。
【請求項３４】
　前記資産から離れて操作を実行させる段階は、前記演算処理システムに、前記資産から
離れて操作を実行するよう命令する段階を含む、請求項３３に記載のローカル解析装置。
【請求項３５】
　前記非一時的コンピュータ可読媒体に格納された前記プログラム命令は、さらに、前記
少なくとも１つのプロセッサにより実行されて、前記ローカル解析装置に、
　前記予測モデルを実行する前に、前記予測モデルを個別化させる、請求項３１から３４
のいずれか一項に記載のローカル解析装置。
【請求項３６】
　前記予測モデルを個別化することは、前記資産に対する受信した動作データに少なくと
も基づいて前記予測モデルの１又は複数のパラメータを修正することを含む、請求項３５
に記載のローカル解析装置。



(6) JP 2018-519594 A5 2019.7.18

【請求項３７】
　前記非一時的コンピュータ可読媒体に格納された前記プログラム命令は、さらに、前記
少なくとも１つのプロセッサにより実行されて、前記ローカル解析装置に、
　前記予測モデルを個別化した後、前記演算処理システムに、前記ネットワークインタフ
ェースを介して、前記予測モデルが個別化されたインジケーションを伝送させる、請求項
３５又は３６に記載のローカル解析装置。
【請求項３８】
　前記予測モデルは第１の予測モデルであり、前記非一時的コンピュータ可読媒体に格納
された前記プログラム命令は、さらに、前記少なくとも１つのプロセッサにより実行され
て、前記ローカル解析装置に、
　前記第１の予測モデルを実行する前に、前記演算処理システムに、前記ネットワークイ
ンタフェースを介して、前記資産に対する受信した前記動作データの所与のサブセットを
伝送させ、受信した前記動作データの前記所与のサブセットは、１又は複数のセンサの所
与のグループによって生成された動作データを含み、
　前記資産に対する受信した前記動作データの前記所与のサブセットを伝送した後、前記
資産の前記操作に関連する第２の予測モデルを受信させ、前記第２の予測モデルは、前記
資産に対する受信した前記動作データの前記所与のサブセットに基づいて前記演算処理シ
ステムにより定義され、　前記第１の予測モデルに代えて前記第２の予測モデルを実行さ
せる、
請求項３１から３７のいずれか一項に記載のローカル解析装置。
【請求項３９】
　ローカル解析装置に、
　前記ローカル解析装置と前記ローカル解析装置から離れて位置する演算処理システムと
の間のネットワークベースの通信を容易にする前記ローカル解析装置のネットワークイン
タフェースを介して、資産の操作に関連する予測モデルを受信する手順であり、前記予測
モデルは、複数の資産に対する動作データに基づいて前記演算処理システムにより定義さ
れる、手順と、
　前記ローカル解析装置を資産の１又は複数のオンボードコンポーネントに通信可能に結
合する前記ローカル解析装置の資産インタフェースを介して、前記資産に対する動作デー
タを受信する手順と、
　前記資産に対する受信した前記動作データの少なくとも一部に基づいて、前記予測モデ
ルを実行する手順と、
　前記予測モデルを実行することに基づいて、前記予測モデルに対応するワークフローを
実行する手順であり、前記ワークフローを実行する手順は、前記資産に前記資産インタフ
ェースを介して操作を実行させる手順を含む、手順と、
を実行させるプログラム。
【請求項４０】
　前記ローカル解析装置に、さらに、
　前記予測モデルを実行する前に、前記予測モデルを個別化する手順を実行させる、請求
項３９に記載のプログラム。
【請求項４１】
　前記予測モデルを個別化することは、前記資産に対する受信した動作データに少なくと
も基づいて前記予測モデルの１又は複数のパラメータを修正することを含む、請求項４０
に記載のプログラム。
【請求項４２】
　前記予測モデルは第１の予測モデルであり、前記プログラムはさらに前記ローカル解析
装置に、
　前記第１の予測モデルを実行する前に、前記演算処理システムに、前記ネットワークイ
ンタフェースを介して、前記資産に対する受信した前記動作データの所与のサブセットを
伝送する手順であり、受信した前記動作データの前記所与のサブセットは、１又は複数の
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センサの所与のグループによって生成された動作データを含む、手順と、
　前記１又は複数のセンサの前記所与のグループからの前記動作データを伝送した後、前
記資産の前記操作に関連する第２の予測モデルを受信する手順であり、前記第２の予測モ
デルは、前記資産に対する受信した前記動作データの前記所与のサブセットに基づいて前
記演算処理システムにより定義される、手順と、
　前記第１の予測モデルに代えて前記第２の予測モデルを実行する手順と、
を実行させる、請求項３９から４１のいずれか一項に記載のプログラム。
【請求項４３】
　ローカル解析装置により、前記ローカル解析装置と前記ローカル解析装置から離れて位
置する演算処理システムとの間のネットワークベースの通信を容易にするネットワークイ
ンタフェースを介して、資産の操作に関連する予測モデルを受信する段階であり、前記予
測モデルは、複数の資産に対する動作データに基づいて前記演算処理システムにより定義
される、段階と、
　前記ローカル解析装置により、前記ローカル解析装置を資産の１又は複数のオンボード
コンポーネントに通信可能に結合する資産インタフェースを介して、前記資産に対する動
作データを受信する段階と、
　前記ローカル解析装置により、前記資産に対する受信した前記動作データの少なくとも
一部に基づいて、前記予測モデルを実行する段階と、
　前記予測モデルを実行することに基づいて、前記ローカル解析装置により、前記予測モ
デルに対応するワークフローを実行する段階であり、前記ワークフローを実行する段階は
、前記資産に前記資産インタフェースを介して操作を実行する段階を含む、段階と、
を備えるコンピュータ実装方法。
【請求項４４】
　前記予測モデルを実行する段階の前に、前記ローカル解析装置により、前記予測モデル
を個別化する段階をさらに備える、請求項４３に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項４５】
　前記予測モデルを個別化する段階は、前記資産に対する受信した動作データに少なくと
も基づいて前記予測モデルの１又は複数のパラメータを修正する段階を含む、請求項４４
に記載のコンピュータ実装方法。
【請求項４６】
　前記ワークフローを実行する段階は、さらに、前記ネットワークインタフェースを介し
て、前記資産から離れて操作を実行させる段階を備える、請求項４３から４５のいずれか
一項に記載のコンピュータ実装方法。
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